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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月23日(2017.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転結合装置であって、
　軸の周りに配置されたハブと、
　前記軸の周りを前記ハブに対して回転するように前記ハブ上に支持された出力部材と、
　前記ハブの周りに配置され、第１の回転方向に第１の速度で前記ハブに対して回転する
ように構成された第１の入力部材と、
　前記ハブの周りに配置され、第２の回転方向に第２の速度で前記ハブに対して回転する
ように構成された第２の入力部材であって、前記第２の回転方向と前記第２の速度の少な
くとも一方が対応する前記第１の回転方向と前記第１の速度の一方と異なる、第２の入力
部材と、
　前記第１の入力部材と前記第２の入力部材との間に軸方向に配置され、前記出力部材に
結合されたクラッチ部材と、
　前記クラッチ部材に対する前記第２の入力部材の反対側に配置された電磁石とを備え、
　前記電磁石を励磁していないときに、前記クラッチ部材は、前記出力部材が前記第１の
入力部材と共に回転するように前記第１の入力部材に係合し、前記電磁石の励磁により、
前記クラッチ部材は、前記出力部材が前記第２の入力部材と共に回転するように前記第２
の入力部材に係合する、回転結合装置。
【請求項２】
　前記クラッチ部材は、前記出力部材と共に回転するように前記出力部材に結合されるが
、前記出力部材に対して軸方向に移動可能である、請求項１に記載の回転結合装置。
【請求項３】
　前記出力部材と前記第１の入力部材との間に配置された第１のベアリングを更に備える
、請求項１又は２に記載の回転結合装置。
【請求項４】
　前記ハブと前記出力部材との間に配置された第２のベアリングを更に備える、請求項１
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から３のいずれか１項に記載の回転結合装置。
【請求項５】
　前記第１のベアリングと前記第２のベアリングは径方向に整列している、請求項４に記
載の回転結合装置。
【請求項６】
　前記ハブと前記第２の入力部材との間に配置された第３のベアリングを更に備える、請
求項１から５のいずれか１項に記載の回転結合装置。
【請求項７】
　前記ハブは回転しないように固定される、請求項１から６のいずれか１項に記載の回転
結合装置。
【請求項８】
　前記第１の入力部材は前記出力部材上に支持される、請求項１から７のいずれか１項に
記載の回転結合装置。
【請求項９】
　前記第１の入力部材はプーリーを備える、請求項１から８のいずれか１項に記載の回転
結合装置。
【請求項１０】
　前記第２の入力部材はプーリーを備える、請求項１から９のいずれか１項に記載の回転
結合装置。
【請求項１１】
　前記クラッチ部材は、前記第１の入力部材のテーパー状係合面に係合するように構成さ
れたテーパー状係合面を含む、請求項１から１０のいずれか１項に記載の回転結合装置。
【請求項１２】
　前記電磁石は、
　前記ハブ上に支持されたフィールドシェルと、
　前記フィールドシェル内に配置された導体とを含む、請求項１から１１のいずれか１項
に記載の回転結合装置。
【請求項１３】
　前記クラッチ部材は、
　前記第１の入力部材に隣接する第１の部分と、
　前記第２の入力部材に隣接する第２の部分とを含み、
　前記軸に沿った前記第１の部分の前記第２の部分に対する位置は調整可能であり、それ
により、前記クラッチ部材と前記第２の入力部材との間の空隙が変更される、請求項１か
ら１２のいずれか１項に記載の回転結合装置。
【請求項１４】
　前記クラッチ部材を前記第１の入力部材に向けてバイアスするバネを更に備える、請求
項１から１３のいずれか１項に記載の回転結合装置。
【請求項１５】
　前記出力部材から延びるとともに前記クラッチ部材を支持するピンを更に備え、前記バ
ネは前記ピンの頭部と前記クラッチ部材の表面との間に配置される、請求項１４に記載の
回転結合装置。
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